
宮 崎 県 公 報

宮崎県告示第 190号

宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例（昭和５２年宮崎

県条例第２７号）第１４条第１項の規定により、青少年に有害な興行と

して次のものを指定した。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫
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宮 崎 県 公 報

宮崎県告示第 191号

次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第

８号）第１条第１項に規定する救急病院と認定した。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 名称及び所在地

２ 救急病院の認定の有効期間

平成20年４月１日から平成23年３月31日まで

宮崎県告示第 192号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成20年３月17日から平成20年３月31日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 193号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成20年３月17日から平成20年３月31日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 194号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成20年３月17日から平成20年３月31日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 195号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成20年３月17日から平成20年３月31日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

平成 20年 ３ 月 17日（月曜日） 第 1964号

害 2害

オーピー映画一輪の薔薇映画19 － 114

オーピー映画セクハラ洗礼 乱れ喰い映画19 － 115

オーピー映画マダム廻便所 恥ずかしい瞬間映画19 － 116

内容の全部又は一部が著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれがあるため。指定理由

所 在 地名 称

宮崎市大島町天神前1171番地宮崎生協病院

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

6962.09.5 〜

184.0

旧延岡市北方

町蔵田字小

原辰 421番

４から同市

北方町南久

保山字石畳

子4268番２

まで

国道 2

18号

国道

6962.0

4467.0

9.5 〜

184.0

15.0 〜

120.0

新

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

345.08.5 〜

19.0

旧宮崎市大字

瓜生野字竹

原田1654番

２地先から

同市同大字

同字1705番

２地先まで

宮崎須

木線

県道26

345.015.0 〜

21.0

新

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

38.93.7 〜

8.0

旧日向市東郷

町下三ヶ字

上村2158番

５地先から

同市同町下

三ヶ字中村

2149番11地

先まで

中渡川

下三ヶ

線

県道234

38.94.0 〜

34.5

新
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宮崎県告示第 196号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成20年３月17日から平成20年３月31日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 197号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成20年３月17日から平成20年３月31日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 198号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害警戒区域を指定する。

なお、土砂災害警戒区域の表示については、次の図のとおりとす

る。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び宮崎土木事務所に備えおいて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 199号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害警戒区域を指定する。

なお、土砂災害警戒区域の表示については、次の図のとおりとす

る。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び串間土木事務所に備えおいて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 200号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害警戒区域を指定する。

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成20年３月25日延岡市中央

通三丁目５

番１地先か

ら同市安賀

多町一丁目

２番４地先

まで

稲葉崎

平原線

県道16

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成20年３月17日宮崎市大字

瓜生野字竹

原田1654番

２地先から

同市同大字

同字1705番

２地先まで

宮崎須

木線

県道26

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成20年３月17日日向市東郷

町下三ヶ字

上村2158番

５地先から

同市同町下

三ヶ字中村

2149番11地

先まで

中渡川

下三ヶ

線

県道234

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土砂災害警戒区域

の箇所（渓流）番号
地 区 名市町村名

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

Ⅱ－１－4237

Ⅱ－１－4256

詠－１－9119

詠－１－9120

Ⅱ－２－0321

詠－１－9121

詠－１－9137

Ⅱ－１－0106

Ⅱ－２－0320

01－ 301－３－ 002

01－ 301－３－ 003

－１

01－ 301－３－ 003

－２

01－ 301－３－ 004

01－ 301－３－ 012

01－ 301－３－ 013

銀 代 １

見 極 田 １

銀 代 ４

銀 代 ５

古 井 手 １

古 井 手 ２

五 反 畑

見 極 田 ２

古 井 手 ３

元 山 １

元山２－１

元山２－２

菰 迫 乙 １

銀 代

古 井 手

清武町

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土砂災害警戒区域

の箇所（渓流）番号
地 区 名市町村名

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－0465居 城 田串間市
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なお、土砂災害警戒区域の表示については、次の図のとおりとす

る。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び都城土木事務所に備えおいて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 201号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害警戒区域を指定する。

なお、土砂災害警戒区域の表示については、次の図のとおりとす

る。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土砂災害警戒区域

の箇所（渓流）番号
地 区 名市町村名

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

英－１－0557

英－１－0558

英－１－0560

英－１－0563

英－１－0578

英－１－0585

英－１－3177

英－１－3182

英－１－3183

英－１－3217

英－２－0219

英－２－0221

衛－１－0584

衛－１－2072

衛－１－4792

衛－１－4793

衛－１－4794

衛－１－4795

衛－１－4802

衛－１－4803

衛－１－4804

衛－１－4805

衛－１－4952

衛－１－4954

衛－１－4971

衛－１－4973

衛－１－4974

詠－１－9338

詠－１－9339

詠－１－9341

詠－１－9342

詠－１－9343

詠－１－9344

詠－１－9345

詠－１－9346

詠－１－9354

04－ 202－１－ 014

04－ 202－１－ 015

04－ 202－１－ 023

04－ 202－１－ 024

04－ 202－１－ 025

04－ 202－２－ 002

04－ 202－２－ 003

04－ 202－２－ 020

04－ 202－２－ 505

04－ 202－２－ 506

中 尾 原

庄 内 西

今 屋

乙 房

川 原 谷

西 区

菓 子 野 小

平 田 － １

馬 場 － １

川原谷－１

今 屋 － １

仙人谷－１

中尾原－１

今 屋 － ３

宮 島 － １

菓子野－１

菓子野－２

鵜 之 島

莇 － １

莇 － ２

莇 － ３

下平田－１

中尾原－２

今 屋 － ２

仙人谷－２

川原谷－２

川原谷－３

菓子野－４

菓子野－５

菓子野－７

宮 島 － ２

宮 島 － ３

宮 島 － ４

宮 島 － ５

鵜 島

莇 － ４

下 川 崎 谷

荒 襲 谷

関之尾谷１

関之尾谷２

関之尾谷３

内 山 谷 １

内 山 谷 ２

望 原 谷

横 尾 川 １

横 尾 川 ２

都城市

土 石 流

土 石 流

04－ 202－２－ 507

－１

04－ 202－２－ 507

－２

横尾川３－

１

横尾川３－

２

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土砂災害警戒区域

の箇所（渓流）番号
地 区 名市町村名

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

英－１－0752

英－１－0753

英－１－0768

英－１－0773

英－１－0777

英－１－0776

衛－１－5383

英－１－0818

衛－１－0820

英－１－3327

衛－１－5675

衛－１－5703

衛－１－5712

05－ 363－１－ 004

05－ 363－１－ 005

05－ 363－１－ 007

05－ 363－１－ 008

05－ 363－１－ 009

05－ 363－１－ 010

赤 坂

町 東

町 東 ２ 号

沢 牟 田

赤 坂 第 ２

穂 屋 下

穂 屋 下 ３

内 山 ２

内 山 ３

内 山 ４

内 山 ７

神 ノ 原 ２

内 山 １ ３

向 江 谷 川

内 山 １

立 の 尾 谷

内 山 ２

あせぼの谷

川

こ ら 谷 川

小林市

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

衛－１－5444

衛－１－5455

衛－１－5428

衛－１－5429

衛－１－5440

衛－１－5467

衛－１－5468

小 鹿 倉

南 昌 明 寺

山 内

後 川 内

宮 内

脇 村 － １

脇 村 ２

えびの市

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

衛－１－0784

英－１－3307

英－１－3309

衛－１－5478

大 久 保

湯 ノ 碕 １

湯 ノ 碕 ２

出 口 １

高原町
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（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び小林土木事務所に備えおいて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 202号

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第59条第１項の規定により、

都市計画事業を次のとおり認可した。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 施行者の名称

西都市

２ 都市計画事業の種類及び名称

西都都市計画道路事業 ８・５・１号 逢初川歩行者専用道路

３ 事業施行期間

平成20年３月17日から平成24年３月31日まで

４ 事業地

収用の部分

西都市大字三宅字寺崎、字堂ヶ嶋、字塚脇及び大字妻字妻薗地

内

使用の部分

なし

宮崎県土地利用基本計画（昭和56年宮崎県告示第 746号）を平成

20年３月７日変更したので、国土利用計画法（昭和49年法律第92号）

第９条第14項において準用する同条第13項の規定により、その要旨

を次のとおり公表する。

なお、変更に係る土地利用基本計画図は、宮崎県地域生活部地域

振興課並びに関係市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供す

る。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 変更の理由

計画図

森林地域として林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増

進を図る必要がなくなった地域が生じたため、森林地域を変更

する。

２ ５地域区分の変更の概要（面積は、計画図により計測したもの）

茨 総括表 （単位：ヘクタール）

芋 変更内容の地域区分別概要 （単位：ヘクタール）

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和41

年法律第 126号）第６条第１項の規定により、次の入会林野整備組

合の入会林野整備計画を適当と決定した。

なお、同法第６条第４項の規定により、当該入会林野整備計画書

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

土 石 流

衛－２－0039

衛－１－0807

英－１－3312

英－１－2094

衛－１－5518

衛－１－5519

衛－１－5522

英－１－3310

英－２－0043

衛－１－5562

衛－１－5563

衛－１－5575

衛－１－5577

衛－１－5606

衛－１－5607

英－１－3313

衛－１－5532

衛－１－5590

衛－１－5612

05－ 362－１－ 022

05－ 362－１－ 016

05－ 362－１－ 017

05－ 362－１－ 018

05－ 362－１－ 019

05－ 362－１－ 020

05－ 362－１－ 021

栗 須

栗 須 ２

栗 須 ３

西 原

瀬戸ノ口－

１

西 原 － １

西 原 ２

東 新 町 １

東 新 町 ２

新 町 － １

新 町 － ２

東上ノ原１

西新町－１

池ノ尾－７

川 内 ２

大 王 － １

上鵜戸原－

１

永 山

大 王 － ３

新 町 谷 川

西鵜戸原谷

川１

西鵜戸原谷

川２

中鵜戸原谷

川

東鵜戸原谷

川１

東鵜戸原谷

川２

佐 場 １

野尻町

公公 告告

変更後の面積
変更面積

変更前の面積区 分

差 引減増

88,734－－－88,734都市地域

306,338－－－306,338農業地域

591,958△ 99－591,967森林地域

95,842－－－95,842自然公園

地 域

192－－－192自然保全

地 域

1,083,064△ 99－1,083,073計

6,644－－－6,644白地地域

変 更 面 積

関係市町村名
変更に係る

５地域の名称 差 引減増

△ 2

△ 1

△ 2

△ 4

2

1

2

4

－

－

－

－

小 林 市

西 都 市

野 尻 町

諸 塚 村

森 林 地 域
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の写しを宮崎県環境森林部山村・木材振興課及び清武町役場におい

て、平20年４月16日までの間公衆の縦覧に供する。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 名 称

石坂入会林野整備組合

２ 事務所の所在地

宮崎郡清武町大字今泉乙 480番地

３ 代表者の住所及び氏名

宮崎郡清武町大字今泉乙 480番地

村中 久眞市

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定によ

り、井上病院労働組合から次のとおり争議行為を行う旨の通知があ

った。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 争議行為の目的

賃金等の要求のため

２ 争議行為の日時

平成20年３月21日午前８時30分から問題解決に至るまで

３ 争議行為を行う場所

宮崎市大字芳士80番地

医療法人清芳会井上病院内

４ 争議行為の概要

ストライキを含むあらゆる形態の争議行為

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第９項の規定に

より、浦之名地区１換地区県営土地改良事業（宮崎市、県営経営体

育成基盤整備事業）に係る換地処分をした。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により

許可した次の開発行為に関する工事は完了した。

平成20年３月17日

宮崎県知事 東国原 英 夫

開発許可を受けた者の

住所及び名称

開発区域又は工区に

含まれる地域の名称

新潟県新潟市南区清水4501番地

１

株式会社 コメリ

児湯郡都農町大字川北字湯ノ

本5344番１ 外８筆

人事委員会規人事委員会規則則

職 員 の 自 己 啓 発 等 休 業 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 十 七 日
宮 崎 県 人 事 委 員 会 委 員 長 黒 木 奉 武

宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 一 号

職 員 の 自 己 啓 発 等 休 業 に 関 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 職 員 の 自 己 啓 発 等 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十

九 年 宮 崎 県 条 例 第 六 十 二 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基

づ き 、 職 員 の 自 己 啓 発 等 休 業 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。
（ 大 学 等 課 程 の 履 修 の 成 果 を あ げ る た め に 特 に 必 要 な 場 合 ）

第 二 条 条 例 第 三 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 学 校 教 育 法

（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 九 十 七 条 に 規 定 す る 大 学 院 の

課 程 （ 同 法 第 百 四 条 第 四 項 第 二 号 の 規 定 に よ り こ れ に 相 当 す る 教

育 を 行 う も の と し て 認 め ら れ た も の を 含 む 。 ） 又 は こ れ に 相 当 す

る 外 国 の 大 学 （ こ れ に 準 ず る 教 育 施 設 を 含 む 。 ） の 課 程 で あ っ て 、

そ の 修 業 年 限 が 二 年 を 超 え 、 三 年 を 超 え な い も の に 在 学 し て そ の

課 程 を 履 修 す る 場 合 と す る 。

（ 自 己 啓 発 等 休 業 の 承 認 の 申 請 手 続 ）

第 三 条 自 己 啓 発 等 休 業 の 承 認 の 申 請 は 、 自 己 啓 発 等 休 業 承 認 申 請

書 （ 別 記 様 式 ） に よ り 、 自 己 啓 発 等 休 業 を 始 め よ う と す る 日 の 一

月 前 ま で に 行 う も の と す る 。

２ 任 命 権 者 は 、 自 己 啓 発 等 休 業 の 承 認 の 申 請 を し た 職 員 に 対 し て 、

当 該 申 請 に つ い て 確 認 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る 書 類 の 提 出 を

求 め る こ と が で き る 。

（ 自 己 啓 発 等 休 業 の 期 間 の 延 長 の 申 請 手 続 ）

第 四 条 前 条 の 規 定 は 、 自 己 啓 発 等 休 業 の 期 間 の 延 長 の 申 請 に つ い

て 準 用 す る 。

（ 職 務 に 復 帰 し た 日 後 に お け る 最 初 の 昇 給 日 ）

第 五 条 条 例 第 十 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 日 は 、 初 任 給 、 昇 格

及 び 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 宮 崎 県 人 事 委 員 会

規 則 第 二 号 ） 第 三 十 二 条 に 規 定 す る 昇 給 日 と す る 。

（ 退 職 手 当 の 取 扱 い に お け る 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 要 件 ）

第 六 条 条 例 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 職

員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 四 号 。

以 下 「 退 職 手 当 条 例 」 と い う 。 ） 第 七 条 第 四 項 に 規 定 す る 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め る 要 件 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る こ と と

す る 。

一 自 己 啓 発 等 休 業 の 期 間 中 の 大 学 等 課 程 の 履 修 又 は 国 際 貢 献 活

動 の 内 容 が 、 そ の 成 果 に よ っ て 当 該 自 己 啓 発 等 休 業 の 期 間 の 終

了 後 に お い て も 公 務 の 能 率 的 な 運 営 に 特 に 資 す る こ と が 見 込 ま

れ る も の と し て 当 該 自 己 啓 発 等 休 業 の 期 間 の 初 日 の 前 日 （ 条 例

第 七 条 の 規 定 に よ り 自 己 啓 発 等 休 業 の 期 間 が 延 長 さ れ た 場 合 に

あ っ て は 、 延 長 さ れ た 自 己 啓 発 等 休 業 の 期 間 の 初 日 の 前 日 ） ま

で に 、 任 命 権 者 の 承 認 を 受 け た こ と 。

二 自 己 啓 発 等 休 業 の 期 間 中 の 行 為 を 原 因 と し て 地 方 公 務 員 法 （

昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二

十 九 条 の 規 定 に よ る 懲 戒 処 分 （ 懲 戒 免 職 の 処 分 を 除 く 。 ） 又 は

こ れ に 準 ず る 処 分 を 受 け て い な い こ と 。

三 自 己 啓 発 等 休 業 の 期 間 の 末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し た 職 員 と し て

の 在 職 期 間 （ 退 職 手 当 条 例 第 七 条 第 五 項 及 び 第 七 条 の 四 第 一 項

の 規 定 に よ り 職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 に 含 む も の と さ

れ る 期 間 を 含 む 。 ） が 五 年 に 達 す る ま で の 期 間 中 に 退 職 し た も

の で は な い こ と 。 た だ し 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 こ

の 限 り で な い 。

ア 通 勤 （ 退 職 手 当 条 例 第 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 通 勤 （ 他 の 法

令 の 規 定 に よ り 通 勤 と み な さ れ る も の を 含 む 。 ） を い う 。 以

下 同 じ 。 ） に よ る 負 傷 若 し く は 病 気 （ 以 下 「 傷 病 」 と い う 。 ）

若 し く は 死 亡 に よ り 退 職 し た 場 合 又 は 退 職 手 当 条 例 第 五 条 第

一 項 に 規 定 す る 公 務 上 の 傷 病 若 し く は 死 亡 （ 他 の 法 令 の 規 定
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に よ り 公 務 と み な さ れ る 業 務 に 係 る 業 務 上 の 傷 病 又 は 死 亡 を

含 む 。 ） に よ り 退 職 し た 場 合

イ 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 職 し た 場 合 （ 法 第

二 十 八 条 の 三 第 一 項 の 期 限 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 延 長

さ れ た 期 限 の 到 来 に よ り 退 職 し た 場 合 を 含 む 。 ） 又 は こ れ に

準 ず る 他 の 法 令 の 規 定 に よ り 退 職 し た 場 合

ウ 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 が 、 当 該 任 期 が 満 了 し た こ と

に よ り 退 職 し た 場 合

エ 退 職 手 当 条 例 第 七 条 の 四 第 四 項 、 第 八 条 第 三 項 又 は 第 十 三

条 の 規 定 に 該 当 し て 退 職 し た 場 合

２ 前 項 第 三 号 の 職 員 と し て の 在 職 期 間 に は 、 次 に 掲 げ る 期 間 を 含

ま な い も の と す る 。

一 法 第 二 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 休 職 の 期 間 （ 通 勤 に よ る 傷

病 又 は 退 職 手 当 条 例 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 務 上 の 傷 病 （ 他

の 法 令 の 規 定 に よ り 公 務 と み な さ れ る 業 務 に 係 る 業 務 上 の 傷 病

を 含 む 。 ） に よ り 法 第 二 十 八 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 由 に 該

当 し て 休 職 に さ れ た 場 合 に お け る 当 該 休 職 の 期 間 を 除 く 。 ）

二 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 停 職 の 期 間

三 法 第 五 十 五 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 職 員 団 体 の 業

務 に 専 ら 従 事 し た 期 間

四 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十

号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 育 児 休 業 を し た 期 間

五 自 己 啓 発 等 休 業 を し た 期 間

六 前 各 号 に 掲 げ る 期 間 に 準 ず る 期 間

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項

の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 第 三 条 の 規 定 に よ る 自 己 啓 発 等 休 業 の 承 認 の 申 請 手 続 は 、 こ の

規 則 の 施 行 の 日 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。
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給 料 等 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。
平 成 二 十 年 三 月 十 七 日

宮 崎 県 人 事 委 員 会 委 員 長 黒 木 奉 武

宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号

給 料 等 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

給 料 等 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則

第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 中 「 第 二 条 第 四 項 又 は 第 六 項 」 を 「 第 二 条 第 五 項 又 は 第 七

項 」 に 改 め る 。

第 六 条 第 一 項 中 「 一 に 」 を 「 い ず れ か に 」 に 改 め 、 第 七 号 を 第 八

号 と し 、 第 六 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

七 自 己 啓 発 等 休 業 （ 地 方 公 務 員 法 第 二 十 六 条 の 五 第 一 項 に 規 定

す る 自 己 啓 発 等 休 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 始 め 、 又 は 自 己 啓

発 等 休 業 の 終 了 に よ り 職 務 に 復 帰 し た 場 合

第 六 条 第 二 項 中 「 又 は 停 職 」 を 「 自 己 啓 発 等 休 業 を し 、 又 は 停 職 」

に 改 め る 。
附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 十 七 日
宮 崎 県 人 事 委 員 会 委 員 長 黒 木 奉 武

宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 一 年 宮 崎 県 人 事 委

員 会 規 則 第 二 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の 見 出 し 中 「 勤 務 」 を 「 育 児 休 業 を し て い る 職 員 の 期 末

手 当 等 に 係 る 勤 務 」 に 改 め 、 同 条 中 「 第 五 条 の 三 」 を 「 第 七 条 」

に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 第 六 号 ま で 」 を 「 第 五 号 ま で 又 は 第 九 号 」

に 改 め る 。

第 三 条 中 「 第 六 条 」 を 「 第 八 条 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条

を 加 え る 。

（ 育 児 休 業 条 例 第 十 二 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 日 数 及 び 時

間 ）

第 四 条 育 児 休 業 条 例 第 十 二 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 日 数 は

十 二 日 と し 、 同 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 時 間 は 十 六 時 間 と

す る 。

（ 給 料 の 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 給 料 の 調 整 額 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 宮 崎 県 人 事 委 員

会 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 中 「 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 」 を 「 第 二 十 八 条 の 四

第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で

同 項 」 に 、 「 占 め る 職 員 に あ つ て は 、 」 を 「 占 め る も の に あ つ て

は 」 に 、 「 第 二 条 第 二 項 」 を 「 第 二 条 第 三 項 」 に 改 め 、 「 除 し て

得 た 数 を 」 の 下 に 「 、 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平

成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務

職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に

あ つ て は そ の 額 に 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 二 項 又 は 市 町 村 勤 務 時

間 等 条 例 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間

を 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 一 項 又 は 市 町 村 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条

第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 」 を 加 え る 。

（ 給 料 の 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 給 料 の 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 十

八 年 宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
附 則 第 二 項 中 「 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 」 を 「 第 二 十 八 条 の 四 第

一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 同

項 」 に 、 「 職 員 に あ っ て は 、 」 を 「 も の に あ っ て は 」 に 、 「 第 二

条 第 二 項 」 を 「 第 二 条 第 三 項 」 に 改 め 、 「 除 し て 得 た 数 を 」 の 下

に 、 「 、 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第

百 十 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法

第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に あ っ て は そ の

額 に 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 二 項 又 は 市 町 村 勤 務 時 間 等 条 例 第 二

条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 勤 務 時 間 等

条 例 第 二 条 第 一 項 又 は 市 町 村 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定

す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 」 を 加 え る 。

附 則 第 三 項 第 三 号 中 「 第 四 条 第 五 号 」 を 「 第 四 条 第 一 項 第 六 号 」

に 、 「 第 四 条 各 号 」 を 「 第 四 条 第 一 項 各 号 」 に 改 め る 。

（ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 年 宮 崎 県 人 事 委

員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 中 「 定 め る 額 」 の 下 に 「 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関

す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育

児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し

て い る 職 員 に あ つ て は 、 そ の 額 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇

に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 三 号 ） 第 二 条 第 二

項 又 は 市 町 村 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例

（ 平 成 八 年 宮 崎 県 条 例 第 十 六 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め

ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す

る 条 例 第 二 条 第 一 項 又 は 市 町 村 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び

休 暇 に 関 す る 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た

数 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、

そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） 」 を 加 え る 。

（ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改

正 ）

第 五 条 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平

成 十 九 年 宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
附 則 第 二 項 中 「 経 過 措 置 基 準 額 に 」 を 「 経 過 措 置 基 準 額 （ 地 方

公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十

一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規

定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に あ っ て は 、 当 該 経 過 措 置 基

準 額 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八

年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 三 号 ） 第 二 条 第 二 項 又 は 市 町 村 立 学 校 職 員 の

勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 （ 平 成 八 年 宮 崎 県 条 例 第 十

六 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を

職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 第 二 条 第 一 項 又 は 市

町 村 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 第 二 条 第

一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 ） に 」 に

改 め る 。

（ 初 任 給 調 整 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 初 任 給 調 整 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 宮 崎 県 人 事 委

員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 一 項 中 「 掲 げ る 額 」 の 下 に 「 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業
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等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定

す る 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤

務 を し て い る 職 員 に あ つ て は 、 そ の 額 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及

び 休 暇 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 三 号 ） 第 二

条 第 二 項 又 は 市 町 村 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 八 年 宮 崎 県 条 例 第 十 六 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ

り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇

に 関 す る 条 例 第 二 条 第 一 項 又 は 市 町 村 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休

日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し

て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と

き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） 」 を 加 え る 。

（ 休 日 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 休 日 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 宮 崎 県 人 事 委 員

会 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 二 条 第 四 項 」 を 「 第 二 条 第 五 項 」 に 改 め る 。

（ 特 地 勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 特 地 勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 宮 崎 県 人 事 委

員 会 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 対 す る 第 二 項 （ 前 項 各 号 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百

十 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同

法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 （ 以 下 「

育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 と い う 。 ） 以 外 の 職 員 で あ つ て 、 第

二 項 各 号 に 定 め る 日 に お い て 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ た

も の 同 項 中 「 受 け て い た 給 料 及 び 」 と あ る の は 、 「 受 け て

い た 給 料 の 月 額 を 同 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休

暇 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 三 号 。 以 下

「 勤 務 時 間 等 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定

め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 一 項 に

規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額 及 び 同 日 に

受 け て い た 」 と す る 。

二 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ て 、 第 二 項 各 号 に 定 め る 日 に

お い て 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 以 外 の 職 員 で あ つ た も の 同 項

（ 前 項 各 号 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

中 「 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る

額 と 」 と あ る の は 、 「 、 給 料 の 月 額 に 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条

第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 勤 務 時 間

等 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗

じ て 得 た 額 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す

る 額 と 」 と す る 。

三 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ て 、 第 二 項 各 号 に 定 め る 日 に

お い て 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ た も の 同 項 中 「 受 け て

い た 給 料 及 び 」 と あ る の は 、 「 受 け て い た 給 料 の 月 額 を 同 日

に お け る 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ

た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す

る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額 に 当 該 数 を 乗 じ て

得 た 額 及 び 同 日 に 受 け て い た 」 と す る 。

第 五 条 第 二 項 中 「 次 項 」 を 「 以 下 こ の 条 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の

一 項 を 加 え る 。

４ 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 対 す る 第 二 項 （ 前 項 各 号 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 以 外 の 職 員 で あ つ て 、 県 給 与 条 例 第

六 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お

い て 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ た も の 第 二 項 中 「 受 け て

い た 給 料 及 び 」 と あ る の は 、 「 受 け て い た 給 料 の 月 額 を 同 項

に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お け る 勤 務 時 間 等 条 例

第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 勤

務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た

数 で 除 し て 得 た 額 及 び 同 日 に 受 け て い た 」 と す る 。

二 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ て 、 県 給 与 条 例 第 六 条 の 二 の

二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お い て 育 児 短

時 間 勤 務 職 員 等 以 外 の 職 員 で あ つ た も の 第 二 項 （ 前 項 各 号

の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 中 「 給 料 及

び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 （ 」 と あ る の は 、 「 、 給 料 の 月 額

に 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の

者 の 勤 務 時 間 を 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務

時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合

計 額 （ 」 と す る 。

三 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ て 、 県 給 与 条 例 第 六 条 の 二 の

二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お い て 育 児 短

時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ た も の 第 二 項 中 「 受 け て い た 給 料 及

び 」 と あ る の は 、 「 受 け て い た 給 料 の 月 額 を 同 項 に 規 定 す る

異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お け る 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 二

項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 勤 務 時 間 等 条

例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て

得 た 額 に 当 該 数 を 乗 じ て 得 た 額 及 び 同 日 に 受 け て い た 」 と す

る 。

（ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 九 条 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 （ 平 成 三 年 宮 崎 県 人 事

委 員 会 規 則 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 三 号 ア 中 「 第 七 条 第 三 項 」 の 下 に 「 （ 職 員 の 育

児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 宮 崎 県 条 例 第 六 号 ） 第 十 七 条 （

同 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定

に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え る 。

（ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 給 料 月 額 の 端 数 計 算 に 関 す る 規 則 の 一

部 改 正 ）

第 十 条 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 給 料 月 額 の 端 数 計 算 に 関 す る 規 則

（ 平 成 十 三 年 宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

題 名 中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 」

に 改 め る 。

第 一 条 中 「 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 」 を 「 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項

又 は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 同 項 」

に 、 「 占 め る 職 員 」 を 「 占 め る も の 」 に 改 め 、 「 と い う 。 ） 」 の

下 に 「 及 び 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律

第 百 十 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 又 は 同

法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 （ 以 下 「 育 児

短 時 間 勤 務 職 員 等 」 と い う 。 ） 」 を 加 え る 。

第 二 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 端 数 計 算 ）

第 二 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に つ い て 、 当 該 各 号 に 定 め る 規 定

に よ る 給 料 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切

り 捨 て た 額 を も っ て 当 該 職 員 の 給 料 月 額 と す る 。

一 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二
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十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 号 ） 第 三 条 第 七 項 又 は 市 町 村 立 学 校

職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十

六 号 ） 第 三 条 第 六 項

二 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （

平 成 四 年 宮 崎 県 条 例 第 六 号 。 以 下 「 育 児 休 業 条 例 」 と い う 。 ）

第 十 五 条 （ 育 児 休 業 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 第 三 条 第 五 項 若 し く は 第 六 項 若 し く は 第 三 条 の 二 第

一 項 、 第 二 項 若 し く は 第 四 項 、 育 児 休 業 条 例 第 十 六 条 （ 育 児

休 業 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関

す る 条 例 第 三 条 第 五 項 又 は 育 児 休 業 条 例 第 十 七 条 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え ら れ た 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 十 五 年 宮 崎 県 条 例 第 一 号 ） 第 七 条 第 二 項 若 し く は 第 三

項

（ 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 一 条 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎

県 人 事 委 員 会 規 則 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 号 中 「 第 二 条 第 四 項 」 を 「 第 二 条 第 五 項 」 に 改 め 、

同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八

条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用

さ れ た 職 員 で 同 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の 又 は

地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 。

以 下 「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児

短 時 間 勤 務 職 員 若 し く は 育 児 休 業 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時

間 勤 務 を し て い る 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

同 項 第 一 号 中 「 掲 げ る 日 」 と あ る の は 「 掲 げ る 時 間 」 と 、 「 勤

務 日 の 合 計 」 と あ る の は 「 勤 務 日 に お け る 勤 務 を 要 す る 時 間 の

合 計 」 と 、 同 号 ア 中 「 出 張 （ 巡 回 指 導 の た め の も の を 除 く 。 ）

し て い る 日 」 と あ る の は 「 出 張 （ 巡 回 指 導 の た め の も の を 除 く 。

） し て い る 時 間 」 と 、 同 号 イ 中 「 研 修 を 受 け て い る 日 」 と あ る

の は 「 研 修 を 受 け て い る 時 間 」 と 、 同 号 ウ 中 「 勤 務 を し て い な

い 日 」 と あ る の は 「 勤 務 を し て い な い 時 間 」 と す る 。

第 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 の 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 の 額 の 端 数

計 算 ）

第 五 条 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二

十 八 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用

さ れ た 職 員 で 同 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の 並 び

に 育 児 休 業 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及

び 育 児 休 業 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員

に つ い て 、 給 与 条 例 第 六 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ る 農 林 漁 業 普

及 指 導 手 当 の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切

り 捨 て た 額 を も つ て 当 該 職 員 の 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 の 額 と す

る 。

（ 時 間 外 勤 務 手 当 の 支 給 割 合 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 二 条 時 間 外 勤 務 手 当 の 支 給 割 合 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 六 年 宮

崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 号 中 「 第 二 条 第 四 項 及 び 第 五 項 」 を 「 第 二 条 第 五 項

及 び 第 六 項 」 に 、 「 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 二 項 及 び 市 町 村 勤 務

時 間 等 条 例 第 二 条 第 二 項 」 を 「 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 三 項 及 び

市 町 村 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 三 項 」 に 、 「 第 二 条 第 三 項 」 を 「

第 二 条 第 四 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 及 び 第 三 号 中 「 第 二 条 第 六 項 」

を 「 第 二 条 第 七 項 」 に 改 め る 。

（ 教 職 調 整 額 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 三 条 教 職 調 整 額 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 宮 崎 県 人

事 委 員 会 規 則 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 の 見 出 し 中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 」 を 「 第 二

十 八 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ

れ た 職 員 で 同 項 」 に 、 「 占 め る 職 員 」 を 「 占 め る も の 並 び に 地 方

公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十

一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規

定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 」 に 改 め る 。

（ 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 四 条 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 年 宮 崎

県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 中 「 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 」 を 「 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項

又 は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 同 項 」

に 、 「 占 め る 職 員 に あ つ て は 、 」 を 「 占 め る も の に あ つ て は 」 に 、

「 第 二 条 第 二 項 」 を 「 第 二 条 第 三 項 」 に 改 め 、 「 得 た 数 を 」 の 下

に 「 、 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百

十 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第

十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に あ つ て は そ の 額

に 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 二 項 又 は 市 町 村 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条

第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 勤 務 時 間 等 条

例 第 二 条 第 一 項 又 は 市 町 村 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す

る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 」 を 加 え る 。

（ 定 時 制 通 信 教 育 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 五 条 定 時 制 通 信 教 育 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 宮 崎 県

人 事 委 員 会 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 の 定 時 制 通 信 教 育 手 当 の 額 の 端 数 計

算 ）

第 五 条 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二

十 八 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用

さ れ た 職 員 で 同 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の 並 び

に 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十

号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第

十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に つ い て 、 給 与

条 例 第 六 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 定 時 制 通 信 教 育 手 当 の 額 に

一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も つ

て 当 該 職 員 の 定 時 制 通 信 教 育 手 当 の 額 と す る 。

（ 産 業 教 育 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 六 条 産 業 教 育 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 宮 崎 県 人 事 委

員 会 規 則 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 の 産 業 教 育 手 当 の 額 の 端 数 計 算 ）

第 六 条 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二

十 八 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用

さ れ た 職 員 で 同 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の 並 び

に 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十

号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第

十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に つ い て 、 給 与

条 例 第 六 条 の 四 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 産 業 教 育 手 当 の

額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を

も つ て 当 該 職 員 の 産 業 教 育 手 当 の 額 と す る 。
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（ 職 員 の 週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 七 条 職 員 の 週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り に 関 す る 規 則 （ 平 成

元 年 宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 六 項 及 び 第 七 項 」 を 「 第 七 項 及 び 第 八 項 」 に 、 「

第 二 条 第 四 項 」 を 「 第 二 条 第 五 項 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 第 二 条 第 六 項 」 を 「 第 二 条 第 七 項 」 に 、 「 同

条 第 二 項 」 を 「 同 条 第 三 項 」 に 、 「 同 条 第 三 項 」 を 「 同 条 第 四 項 」

に 、 「 同 条 第 七 項 」 を 「 同 条 第 八 項 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を

加 え る 。

３ 前 二 項 の 規 定 は 、 条 例 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤

務 職 員 等 に は 適 用 し な い 。

第 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 第 二 条 第 七 項 」 を 「 第 二 条 第 八 項 」

に 改 め る 。

（ 市 町 村 立 学 校 職 員 の 週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り に 関 す る 規 則

の 一 部 改 正 ）

第 十 八 条 市 町 村 立 学 校 職 員 の 週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り に 関 す

る 規 則 （ 平 成 元 年 宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 二 条 第 六 項 」 を 「 第 二 条 第 七 項 」 に 、 「 第 二 条 第

四 項 」 を 「 第 二 条 第 五 項 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 第 二 条 第 六 項 」 を 「 第 二 条 第 七 項 」

に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

期 末 手 当 、 勤 勉 手 当 及 び 期 末 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 十 七 日
宮 崎 県 人 事 委 員 会 委 員 長 黒 木 奉 武

宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 四 号

期 末 手 当 、 勤 勉 手 当 及 び 期 末 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則

期 末 手 当 、 勤 勉 手 当 及 び 期 末 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一

年 宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 五 号 を 削 り 、 同 条 中 第 六 号 を 第 五 号 と し 、 第 七 号 を 第 六

号 と し 、 同 条 第 八 号 中 「 第 五 条 の 三 第 一 項 」 を 「 第 七 条 第 一 項 」 に

改 め 、 同 条 中 同 号 を 第 七 号 と し 、 第 九 号 を 第 八 号 と し 、 同 条 に 次 の

一 号 を 加 え る 。

九 法 第 二 十 六 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 自 己 啓 発 等 休 業 （ 以 下 「

自 己 啓 発 等 休 業 」 と い う 。 ） を し て い る 職 員

第 三 条 第 二 号 中 「 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 」 を 「 第 二 十 八 条 の 四 第

一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下

「 再 任 用 職 員 」 と い う 。 ） で 同 項 」 に 、 「 占 め る 職 員 」 を 「 占 め る

も の 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 「 そ の 他 」 を 「 、 育 児 休 業 法 第 十 八 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 同 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 職 員 そ の

他 」 に 改 め る 。

第 五 条 の 四 第 二 項 中 「 給 料 月 額 に 乗 ず る 」 を 「 百 分 の 二 十 五 を 超

え な い 範 囲 内 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 」 に 改 め る 。

第 六 条 第 二 項 第 一 号 中 「 第 六 号 」 を 「 第 五 号 」 に 改 め 、 同 項 第 五

号 を 同 項 第 六 号 と し 、 同 項 第 四 号 を 同 項 第 五 号 と し 、 同 項 第 三 号 を

同 項 第 四 号 と し 、 同 項 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 自 己 啓 発 等 休 業 を し て い る 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 に つ い て

は 、 そ の 二 分 の 一 の 期 間

第 六 条 第 二 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

七 育 児 休 業 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 又

は 育 児 休 業 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員

（ 以 下 「 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 と い う 。 ） と し て 在 職 し た 期

間 に つ い て は 、 当 該 期 間 か ら 当 該 期 間 に 算 出 率 （ 育 児 休 業 条 例

第 十 五 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 給 与 条 例 第 三 条 第 五 項 及

び 育 児 休 業 条 例 第 十 六 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 市 町 村 立

学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 第 三 条 第 五 項 に 規 定 す る 算 出 率

を い う 。 第 十 二 条 第 二 項 第 五 号 に お い て 同 じ 。 ） を 乗 じ て 得 た

期 間 を 控 除 し て 得 た 期 間 の 二 分 の 一 の 期 間

第 八 条 第 二 号 中 「 第 六 号 ま で 」 を 「 第 五 号 ま で 、 第 八 号 及 び 第 九

号 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 中 「 第 五 条 の 三 第 二 項 」 を 「 第 七 条 第 二 項 」

に 改 め 、 同 条 第 六 号 を 削 る 。

第 十 二 条 第 二 項 第 一 号 中 「 第 六 号 」 を 「 第 五 号 」 に 改 め 、 同 項 第

二 号 中 「 第 九 号 」 を 「 第 八 号 」 に 改 め 、 同 項 第 十 号 を 同 項 第 十 二 号

と し 、 同 項 第 九 号 を 同 項 第 十 一 号 と し 、 同 項 第 八 号 を 同 項 第 十 号 と

し 、 同 項 第 七 号 中 「 第 九 条 第 一 項 」 を 「 第 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、

同 項 中 同 号 を 第 九 号 と し 、 同 項 第 六 号 を 同 項 第 八 号 と し 、 同 項 第 五

号 中 「 第 二 条 第 四 項 」 を 「 第 二 条 第 五 項 」 に 改 め 、 同 項 中 同 号 を 第

七 号 と し 、 同 項 第 四 号 を 同 項 第 六 号 と し 、 同 項 第 三 号 を 同 項 第 四 号

と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

五 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 と し て 在 職 し た 期 間 か ら 当 該 期 間 に 算

出 率 を 乗 じ て 得 た 期 間 を 控 除 し て 得 た 期 間

第 十 二 条 第 二 項 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 自 己 啓 発 等 休 業 を し て い る 職 員 と し て 在 職 し た 期 間

第 十 四 条 第 一 号 中 「 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 五

第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 次 号 に お い て 「 再 任 用 職 員 」

と い う 。 ） 」 を 「 再 任 用 職 員 」 に 改 め る 。

第 十 四 条 の 二 第 一 号 中 「 第 六 号 及 び 第 七 号 」 を 「 第 五 号 、 第 六 号 、

第 八 号 及 び 第 九 号 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 第 五 条 の 三 第 三 項 」 を

「 第 七 条 第 三 項 」 に 改 め る 。

第 十 四 条 の 三 第 一 号 中 「 第 六 号 及 び 第 七 号 」 を 「 第 五 号 、 第 六 号

及 び 第 九 号 」 に 改 め る 。

第 十 四 条 の 七 第 一 項 第 二 号 中 「 に 規 定 す る そ れ ぞ れ の 月 額 の 」 を

「 （ 育 児 休 業 条 例 第 十 五 条 （ 育 児 休 業 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） に 規 定 す る 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 中 「 又 は 」 を 「 及 び 任 期 付 職 員 条 例 第 七 条 第 三 項 （ 育 児

休 業 条 例 第 十 七 条 （ 育 児 休 業 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 十 七 日
宮 崎 県 人 事 委 員 会 委 員 長 黒 木 奉 武

宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 五 号

通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 六

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 第 二 号 中 「 地 方 公 務 員 災 害 補 償 法 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 百

二 十 一 号 ） 別 表 」 を 「 地 方 公 務 員 災 害 補 償 法 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 二

年 自 治 省 令 第 二 十 七 号 ） 別 表 第 三 」 に 改 め る 。

第 八 条 の 二 の 見 出 し 中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 再 任 用 短 時
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間 勤 務 職 員 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 第 五 条 の 九 第 二 項 第 二 号 」 の 下 に

「 （ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 宮 崎 県 条 例 第 六 号 ）

第 十 五 条 （ 同 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え る 。

第 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号 及 び 第 十 七 条 の 四 第 二 項 中 「 又 は 地 公

法 」 を 「 地 公 法 第 二 十 六 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 自 己 啓 発 等 休 業 を

し 、 又 は 地 公 法 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

平 成 十 七 年 改 正 県 給 与 条 例 附 則 第 七 条 及 び 平 成 十 七 年 改 正 市 町 村

立 学 校 給 与 条 例 附 則 第 六 項 か ら 第 八 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 に 関 す

る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 十 七 日
宮 崎 県 人 事 委 員 会 委 員 長 黒 木 奉 武

宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 六 号

平 成 十 七 年 改 正 県 給 与 条 例 附 則 第 七 条 及 び 平 成 十 七 年 改 正 市

町 村 立 学 校 給 与 条 例 附 則 第 六 項 か ら 第 八 項 ま で の 規 定 に よ る

給 料 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

平 成 十 七 年 改 正 県 給 与 条 例 附 則 第 七 条 及 び 平 成 十 七 年 改 正 市 町 村

立 学 校 給 与 条 例 附 則 第 六 項 か ら 第 八 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 に 関 す

る 規 則 （ 平 成 十 八 年 宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 六 号 オ 中 「 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 」 の 下 に 「 。 以 下 「 育

児 休 業 法 」 と い う 。 」 を 加 え 、 同 条 第 七 号 中 「 又 は 職 員 の 育 児 休 業

等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 宮 崎 県 条 例 第 六 号 。 以 下 「 育 児 休 業 条 例 」

と い う 。 ） 第 六 条 」 を 「 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四

年 宮 崎 県 条 例 第 六 号 。 以 下 「 育 児 休 業 条 例 」 と い う 。 ） 第 八 条 又 は

職 員 の 自 己 啓 発 等 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 六 十

二 号 ） 第 十 条 」 に 改 め 、 同 条 第 八 号 中 「 又 は 第 二 項 」 を 「 又 は 第 三

項 」 に 改 め る 。

第 三 条 中 第 五 号 を 第 六 号 と し 、 第 四 号 を 第 五 号 と し 、 第 三 号 の 次

に 次 の 一 号 を 加 え る 。

四 施 行 日 以 降 に 育 児 休 業 法 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間

勤 務 （ 次 条 第 一 項 第 四 号 に お い て 「 育 児 短 時 間 勤 務 」 と い う 。 ）

を 始 め た 職 員

第 四 条 第 一 項 中 第 五 号 を 第 六 号 と し 、 同 項 第 四 号 中 「 第 二 条 第 二

項 」 を 「 第 二 条 第 三 項 」 に 改 め 、 「 得 た 額 」 の 下 に 「 （ そ の 額 に 一

円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） 」 を 加 え 、

同 号 を 同 項 第 五 号 と し 、 同 項 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

四 育 児 短 時 間 勤 務 を 始 め た 場 合 次 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、

次 に 定 め る 額

ア 育 児 短 時 間 勤 務 又 は 育 児 休 業 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時

間 勤 務 を し て い る 職 員 施 行 日 の 前 日 に お い て そ の 者 が 受 け

て い た 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 、 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 二

項 又 は 市 町 村 立 学 校 職 員 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 二 項 の 規 定

に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条

第 一 項 又 は 市 町 村 立 学 校 職 員 勤 務 時 間 等 条 例 第 二 条 第 一 項 に

規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に

一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ）

イ ア に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 施 行 日 の 前 日 に お い て そ の 者

が 受 け て い た 給 料 月 額

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ

こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 十 七 日
宮 崎 県 人 事 委 員 会 委 員 長 黒 木 奉 武

宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 七 号

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 八 年 宮 崎 県 人 事

委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 の 三 第 一 号 中 「 又 は 」 を 「 若 し く は 」 に 改 め 、 「 事 由 に よ

り 現 実 に 職 務 を と る こ と を 要 し な い 期 間 」 の 下 に 「 又 は 地 方 公 務 員

法 第 二 十 六 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 自 己 啓 発 等 休 業 （ 職 員 の 自 己 啓

発 等 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 六 十 二 号 ） 第 十 一

条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 条 例 第 七 条 第 四 項 に 規

定 す る 場 合 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） に よ り 現 実 に 職 務 を と る こ と

を 要 し な い 期 間 」 を 加 え 、 同 条 第 二 号 中 「 期 間 に 限 る 。 ） 」 の 下 に

「 又 は 育 児 短 時 間 勤 務 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 第 十

条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 （ 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 勤

務 を 含 む 。 ） を い う 。 ） に よ り 現 実 に 職 務 を と る こ と を 要 し な い 期

間 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 人 事 委 員 会 告 示 第 一 号

有 給 休 暇 の 承 認 の 基 準 （ 昭 和 二 十 八 年 宮 崎 県 人 事 委 員 会 告 示 第 一

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 十 七 日
宮 崎 県 人 事 委 員 会 委 員 長 黒 木 奉 武

第 二 十 号 中 「 第 二 条 第 四 項 」 を 「 第 二 条 第 五 項 」 に 改 め る 。

宮 崎 県 警 察 の 組 織 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 す る 。
平 成 二 十 年 三 月 十 七 日

宮 崎 県 公 安 委 員 会 委 員 長 田 代 知 代

宮 崎 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号

宮 崎 県 警 察 の 組 織 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 警 察 の 組 織 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 宮 崎 県 公 安 委 員 会

規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 二 項 中 「 、 犯 罪 被 害 者 支 援 室 」 を 「 及 び 犯 罪 被 害 者 支 援

室 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 第 一 項 第 七 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

七 サ イ バ ー 犯 罪 に 関 す る こ と 。

第 十 一 条 第 二 項 中 「 街 頭 犯 罪 対 策 室 」 の 下 に 「 及 び サ イ バ ー 犯 罪

対 策 室 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 三 項 を 加 え る 。

６ サ イ バ ー 犯 罪 対 策 室 に お い て は 、 サ イ バ ー 犯 罪 に 関 す る 事 務 を

つ か さ ど る 。

７ サ イ バ ー 犯 罪 対 策 室 に サ イ バ ー 犯 罪 対 策 室 長 を 置 き 、 警 視 又 は

警 部 を も つ て 充 て る 。

８ サ イ バ ー 犯 罪 対 策 室 長 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 サ イ バ ー 犯 罪 対 策

室 の 事 務 を 掌 理 す る 。
人事委員会告人事委員会告示示

公安委員会規公安委員会規則則
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第 十 六 条 の 二 に 次 の 四 項 を 加 え る 。

２ 組 織 犯 罪 対 策 課 に 犯 罪 収 益 対 策 室 を 置 く 。

３ 犯 罪 収 益 対 策 室 に お い て は 、 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す

る 事 務 を つ か さ ど る 。

４ 犯 罪 収 益 対 策 室 に 犯 罪 収 益 対 策 室 長 を 置 き 、 警 視 又 は 警 部 を も

つ て 充 て る 。

５ 犯 罪 収 益 対 策 室 長 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 犯 罪 収 益 対 策 室 の 事 務

を 掌 理 す る 。

第 三 十 四 条 第 三 項 中 「 留 置 場 」 を 「 留 置 施 設 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 三 月 十 九 日 か ら 施 行 す る 。
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